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「中華人民共和国著作権法改正案（草案第二審議稿）」に対する意見 

 

一般社団法人電子情報技術産業協会 著作権専門委員会 

 

意見項目 修正提案 修正理由 

第３条 「文学、芸術と科学等の分野において」

「等」を削除すべきである。 

著作物の範囲については、文学、芸術と科

学分野内に限るべきである。その範囲が拡

大されると、著作物の認定に対しても困難

になりうるし、著作権法が適用される場合

も多くなり、他の法律と衝突を生じるかも

しれない。 

第１０条

第１項第

3 号及び

第４号 

 

改変権（第 3号）及び同一性保持権（第 4号）

の例外規定を設けて欲しい。 

 

第四節「権利の制限」の各規定が、財産権の

みに適用されるのか、人格権についても適

用されるのか、明らかにして欲しい。 

仮に人格権に適用されない場合には、教

育目的等での用字用語の変換や、建築物の

増改築、プログラム著作物を利用環境に応

じカスタマイズすることなど、「著作物の性

質並びにその利用の目的及び態様に照らし

やむを得ないと認められる改変等」につい

ては改変権及び同一性保持権の適用がない

ことを明らかにすべきである。 

さもないと、第四節「権利の制限」にかか

る事項が、改変権又は同一性保持権の行使

により、不当に阻害される場合があり得、問

題である。 

第１４条 （１）「協議しても合意できず」とあるのを

「協議をしても又は共同著作者の一部が協

議に応じないことにより合意できず」と修

正することを要望する。 

（２）「その収益はすべての共同著作者に合

理的に分配しなければならない。」の「合理

的に分配」の明確化を要望する。 

（１）「協議をしても合意できず」との規定

は協議することを大前提としているが、そ

もそも共同著作者の一部が協議に応じずに

合意できなかった場合、共同著作物につい

ての対応が不明確となる。「協議をしても又

は共同著作者の一部が協議に応じないこと

により合意できず」等と修正することを要

望する。 

（２）共同著作物について、権利行使に基づ

く利益を共同著作者に「合理的に分配」すべ

きと規定されたが、どのような「分配」が合

理的なのか不明確である。当該条項に明記、



2 

 

あるいは別途ガイドラインを示すなど、明

確にしていただくことを要望する。 

第１８条 職務著作については、事業者が著作権を享

有するべき。 

従業員が業務上の任務を遂行するために創

作した著作物（職務著作）については、契約

でそうでない取り決めをしない限り、当事

者の合意が明確でない場合も含め、原則事

業者が著作権を享有するべき。 

また、事業者が著作権を享有する著作物

については従業員に氏名表示権を認めるべ

きではない。 

 加えて、事業者が自ら使用する場合のみ

ならず、業務範囲で第三者へ使用許諾する

ことも無償で認められる旨を明確にすべ

き。 

なお、本条は、第１１条の「法人又は非法

人組織が主管し、法人又は非法人組織の意

思を代表して創作し、かつ法人又は非法人

組織が責任を負担する著作物については、

法人又は非法人組織を著作者とみなす。」の

規定との関係が不明確であり、本条と第１

１条の関係を明確にすることを要望する。 

第２４条 以下の行為も含め、権利制限の対象を拡充

すべき。 

①AI学習等の情報解析目的の利用 

②著作物の利用に係る技術開発・実用化の

試験のための利用 

③電子計算機等におけるキャッシュのため

の複製 

④機器の保守・修理・交換のための一時的複

製 

⑤写真撮影やスマホでのスクリーンショッ

ト等での他人の著作物の写り込み 

①～⑤いずれも、権利者の正当な利益を不

当に害する利用ではないため。 

なお、①、②は著作物の表現を享受するこ

とを目的としない利用、③は電子計算機で

の著作物の利用に付随する利用、④は電子

計算機での利用を行うことができる状態の

維持・回復を目的とする利用であり、いずれ

も権利者の利益を通常害さない行為である

ことに鑑み、また、現在把握されていないニ

ーズや将来の新たなニーズに対応できるよ

うに、日本国著作権法では、①～④につい

て、権利制限を正当化する根拠に着目した、

より抽象的な要件を規定し、その要件を満

たす行為は包括的に権利制限の対象として

いる（日本国著作権法第 30条の４、第 47条

の４）。 

第３７条 出版者の著作隣接権（出版した図書又は定 作家の著作権で十分に保護されており、出
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期刊行物のレイアウトデザインについて享

受する権利）を削除、又は減縮して欲しい。 

版者に著作隣接権を付与する必要はない。

一つの図書に権利を持つ者が多くなること

で、書籍の二次利用が阻害されるおそれが

ある。なお、出版者は（著作隣接権を付与せ

ずとも）第 15条の要件を満たせば、編集著

作物の編集者として著作権を享受でき、ま

た、第 18条第 2項の要件を満たせば、職務

著作物の著作権を享有できる。 

第４９条 「技術的措置」の定義規定を設けるべき（第

５０条、第５３条も同様）。 

WCT 第 11 条及び WPPT 第 18 条に準拠した形

で定義規定を設けるべき。 

 「技術的措置」それ自体が明確でなく、広

く解釈されると、その回避行為等の規制対

象行為も広く解釈されることになり、まっ

とうな企業活動に著しい悪影響を及ぼす可

能性がある。 

第４９条 技術的措置の「回避」「破壊」には「無反応」

（積極的に反応するように機器等を特別に

設計しない限り有効に機能しない技術的措

置に対して、それを受ける機器等の側で技

術的措置を無視し、何らの反応もしないこ

と。not respondの意。）は含まれないこと

を明確にすべき。 

 

技術的措置の回避規制は、積極的な回避や

改変行為の禁止に留まるべきであり、積極

的に反応するように機器等を設計しないと

効果のない技術的措置に対して積極的な反

応を義務付けたり、技術上の処理過程で、自

然に消えてしまう技術的措置を積極的に維

持することを義務付けるものでないことを

明確にすべき。 

具体的には、技術的措置の「回避」「破壊」

には「無反応」（積極的に反応するように機

器等を特別に設計しない限り有効に機能し

ない技術的措置に対して、それを受ける機

器等の側で技術的措置を無視し、何らの反

応もしないこと。not respondの意。）は含

まれないことを明確にすべき。 

第４９条 技術的措置の回避装置・部品の製造、輸入行

為の規制を、「公衆に対する提供を目的とす

る」場合に限定するべき。 

技術的措置の回避装置・部品の公衆への提

供行為については、回避行為を可能にする

蓋然性が高いとも評価し得るが、製造・輸入

行為自体は、（例えば、技術的措置を研究す

る過程で製造・輸入に当たる行為をする可

能性があり）その点の判断が困難である。 

製造・輸入行為自体を規律対象とするこ

とは、研究・開発等への抑制効果を及ぼし、
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企業活動に著しい悪影響を及ぼす可能性が

ある（日本国著作権法第 120 条の２は同趣

旨で規制対象行為を限定している）。 

第５０条 技術的措置を回避できる場合（例外規定）と

回避ツール提供との関係について、権利保

護と公正利用のバランスの観点から再考す

べきである。 

前者について、例えば、「技術的措置に係

る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲

内で行われる場合その他著作権者等の利益

を不当に害しない場合」は回避が認められ

るべき。 

 

 

１）技術的措置の回避が認められる場合が

極めて限定的。 

 例えば、「技術的措置に係る研究又は技術

の開発の目的上正当な範囲内で行われる場

合その他著作権者等の利益を不当に害しな

い場合」は回避が認められるべき（日本国著

作権法第 113条第 3項に同趣旨の規定）。 

２）他人に対し回避ツールを提供すること

を禁じているため、限定的に回避が認めら

れる場合ですら、自ら回避ツールを製造等

しない限り合法的な回避が行えず、実質的

に合法的に回避できる場合が担保されるの

か疑問。 

第５０条 「レイアウトデザイン」は削除すべき（第

５１条、第５２条、第５３条も同様）。 

著作権の客体は著作物であり「レイアウト

デザイン」は保護対象ではないため。 

第５１条 「権利管理情報」の定義規定を設けるべき

（第５３条も同様）。 

WCT 第 12 条及び WPPT 第 19 条に準拠した形

で定義規定を設けるべき。 

 「権利管理情報」それ自体が明確でなく、

広く解釈されると、その削除・変更行為等の

規制対象行為も広く解釈されることにな

り、まっとうな企業活動に著しい悪影響を

及ぼす可能性がある。 

第５１条

第 2号 

「技術的理由により削除又は変更を回避で

きない」結果おこった、権利管理情報の削除

又は変更については、規制対象から除外す

べき。 

 

同条第 1号で、「技術的理由により削除又は

変更を回避できない」場合は規制対象から

除外されているが、第 2号では、上記事情に

関わらず、権利者の許諾を得ずに削除・変更

されたことを知りながら、又は知っている

はずでありながら公衆に提供する行為全般

が規制対象となっており、整合性に欠ける

（日本国著作権法第 113 条第 4 項では、上

記整合性が確保されている）。 

第５３条 現案では、対象となる権利侵害行為が広く

類型化した行為（１）～（８）で列記され

ているが、現案のように広く類型化した行

為ではなく、対象となってしかるべき悪質

侵害行為が本条で列記されている行為に該

当する場合、第 52条に基づき民事での損

害賠償等の責任を負う上に、当局によって

不法所得（侵害品の販売によって得た利
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な行為に限定し、具体的にどのような行為

が悪質とみなされるのか、明確にして欲し

い。 

益）が没収され、更には不法経営額（侵害

品売上額）の１～５倍の罰金が併科される

余地があり、非常に強力な内容になってい

る。 

このような強力な制裁を科すのであれ

ば、対象を悪質な行為に限定し、どのよう

な行為が悪質とみなされるのか明確にして

欲しい。 

第５３条 

第 6号 

技術的措置の回避ツールの製造、輸入、提供

や技術的措置の回避サービスの提供につい

て、著作権主管部門に強く厳しい内容の法

執行権限を認めているが、不適当である。 

回避ツールとして規制される対象が明確で

なく広く解釈される可能性が否定できない

ことと考え合わせると、まっとうな企業活

動に著しい悪影響を及ぼす可能性が否定で

きない。 

第５４条 損害賠償の金額に関して、「権利者の実質的

損失や権利侵害者の不法所得の算出が困難

であるときは、当該権利の使用料に応じて

損害賠償を行うことができる。著作権又は

著作隣接権を故意に侵害し、情状が深刻な

場合は、上述の方法により確定された金額

の 1 倍以上 5 倍以下の損害賠償を行うこと

ができる。」として懲罰的損害賠償制度を導

入しているが、不適当である。 

また、「権利者の実質的損失、権利侵害者

の不法所得、権利の使用料の算出が困難で

あるときは、人民法院が侵害行為の情状に

より 500 万元以下の損害賠償額を支払うべ

きとの判決を下す。」として法定損害賠償制

度を導入しているが、不適当である。 

著作者に対する損害賠償という観点では、

実損害額が賠償されれば十分である。 

悪質な侵害に対しては、刑事罰・行政罰によ

り対応すれば足りる。 

仮に、損害賠償の金額について、同規定を

導入する場合、「情状が深刻な場合」には１

～５倍の金額を認定できるとなっている

（最悪の場合、第 53条と併せて 5倍の損害

賠償と罰金も売上の 5 倍が課される可能性

がある）が、「深刻」という文言の具体的な

状況が不明確である。「情状が深刻な場合」

とはどのような場合なのか、明確にして欲

しい。 

加えて、「1 倍以上 5 倍以下」の倍率適用

の基準も明確にして欲しい。 

第５４条 「権利侵害者が提出を拒み」とあるのを「正

当な理由なく権利侵害者が提出を拒み」と

修正することを要望する。 

権利侵害者が権利侵害行為に関わる帳簿、

資料等の提出を拒むことに正当な理由があ

った場合を参酌すべきである。 

よって、「正当な理由なく」を追記すべきで

ある。 

（以上） 


